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序章 会計を学ぶ前に

〔１〕会計とは 月 日( )

【問題１】例にならって､次の用語にふりがなをつけなさい。

（例） 経 済 学 〔 け い ざ い が く 〕

（１） stake-holder 〔 〕

（２） 非営利組織 〔 〕

（３） 慣習規範 〔 〕

（４） going concern 〔 〕

（５） 基礎的前提 〔 〕

【問題２】例にならって､次の用語を漢字で書きなさい。

（例） けいざいがく 〔 経 済 学 〕

（１） いしけってい 〔 〕

（２） しきべつ 〔 〕

（３） そくてい 〔 〕

（４） のうぜい 〔 〕

（５） りがいかんけいしゃ 〔 〕

（６） かへいてきそくてい 〔 〕

（７） えんかんさん 〔 〕

（８） とうしか 〔 〕
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【問題３】なぞってみましょう(^o^)

『会計とは､情報利用者が事情に精通した上で判断や意

思決定を行うことができるように､経済的な情報を識別

し､測定し､伝達するプロセスである。』

【問題４】上の文章を書いてみましょう(^o^)

会計とは、

情 報 利 用 者 が に し た

【問題５】関連の深いものを線で結びなさい。

銀行･金融機関 ・ ・ 税金を納める

機関投資家 ・ ・ 株を買ってくれる

地域の人たち ・ ・ 環境問題など

お客さん ・ ・ お金を借りる

株主 ・ ・ 商品等を買ってくれる

仕入先･得意先 ・ ・ 剰余金の配当

国や地方 ・ ・ 仕入れや販売など
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【問題６】空欄に入る語句を〔語群〕から選び､記号で答えなさい。

仕入先･得意先

(納税等) (お金を借りる)

（ ④ ） （ ① ）

(株を買ってくれる) 企 業 （ ② ）

（ ⑤ ）

(商品等を買ってくれる) 株 主 （ ③ ）

（ ⑥ ） (環境問題等)

〔語群〕 （ア）国や地方 （イ）従業員･経営者 （ウ）お客さん

（エ）地域の人たち （オ）銀 行 （カ）投資家

〔解答欄〕

① ② ③ ④

⑤ ⑥

【問題７】次の各問に答えなさい。

（１）企業を取り巻くいろいろな立場の人を総称して何と言いますか？漢字５文字で答えなさい。

（２）上記(１)と同じ意味の用語を､カタカナで答えなさい。

（３）上記(１)や(２)の人たちに見てもらうための会計を○で囲みなさい。

財 務 会 計 ・ 管 理 会 計
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【問題８】空欄に入る語句を解答欄に記入しなさい。

『会計とは、( ① )が事情に精通した上で判断や( ② )を行うことができるよう

に、( ③ )的な情報を( ④ )し、( ⑤ )し、( ⑥ )するプロセスである。』

〔解答欄〕

① ② ③

④ ⑤ ⑥

【問題９】空欄に入る語句を解答欄に記入しなさい。

情 報 会 計 (環境会計･ＩＲなど)

( ① )
(外部報告用) ( ④ )株主総会提出

会 計 ( ③ ) ( ⑤ )上場会社のみ

( ⑥ )納税申告書用
( ② )

〔解答欄〕

① ② ③

④ ⑤ ⑥

【問題10】会計公準について､次の各問に答えなさい。

（１）公準名を３つ答えなさい。

の公準 の公準 の公準

（２）「企業は永遠に続いていく｣という前提のことを､カタカナで何と言いますか？

●
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英語にチャレンジ＼(^o^)／ 意味の合うものを選んで記号で答えなさい

(１) 会 計 (２) 意思決定

(３) 投資家 (４) 債権者

(５) 利害関係者 (６) 利用者

(７) 従業員 (８) 企業実体の公準

(９) 継続企業の公準 (10) 貨幣的測定の公準

[語群]

（ア）stake-holder （イ）Users

（ウ）Entity concept （エ）accounting

（オ）Creditors （カ）Going concern concept

（キ）Investors （ク）Money measurement concept

（ケ）Employees （コ）decision making

[解答欄]

（１） （２） （３） （４） （５）

（６） （７） （８） （９） (10）
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ワタシの単語帳(*^_^*) 会計用語の語彙を増やしましょう♪

(例）日本語→中国語の場合

（日） 会 計 （中） 会 计

検 印
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序章 会計を学ぶ前に

〔２〕会計と法律 月 日( )

【問題１】例にならって､次の用語にふりがなをつけなさい。

（例） 経 済 学 〔 け い ざ い が く 〕

（１） 政 令 〔 〕

（２） 省 令 〔 〕

（３） 施行規則 〔 〕

（４） 内閣府令 〔 〕

（５） ＩＦＲＳ 〔 〕

【問題２】例にならって､次の用語を漢字で書きなさい。

（例） けいざいがく 〔 経 済 学 〕

（１） かんしゅうほう 〔 〕

（２） こうせいだとう 〔 〕

（３） つうたつ 〔 〕

（４） ざいむしょひょう 〔 〕

（５） かいしゃく 〔 〕

（６） そぜいじょうやく 〔 〕

（７） げんそくしゅぎ 〔 〕

（８） さいそくしゅぎ 〔 〕
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【問題３】空欄に入る語句を解答欄に記入しなさい。

( ① )

( ② )

( ③ )

( ④ ) (政 令･省 令)

条 例 ・ ( ⑤ )

〔解答欄〕

① ② ③

④ ⑤

【問題４】空欄に入る語句を〔語群〕から選び､記号で答えなさい。

会 社 法 金融商品取引法 税法(法人税法)

法 律 （ ① ） （ ② ） （ ③ ）

政 令 （ ④ ） （ ⑤ ） （ ⑥ ）
せ い れ い

省 令 会社法施行規則 （ ⑧ ） 法人税等施行規則
し ょ う れ い

（ ⑦ ） 同ガイドライン

〔語群〕 （ア）法人税法 （イ）会社計算規則 （ウ）財務諸表等規則

（エ）会社法 （オ）会社法施行令 （カ）金融商品取引法施行令

（キ）法人税法施行令 （ク）金融商品取引法 （ケ）企業会計原則

〔解答欄〕

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
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【問題５】次の各問に答えなさい。

（１）空欄に入る語句を解答欄に記入しなさい。

株式会社の会計は､一般に( ① )と認められる企業会計の( ② )に従うもの

とする。

〔解答欄〕

① ②

（２）上記（１)は､何という法律ですか？正しいものを○で囲みなさい。

会 社 法 ・ 法 人 税 法 ・ 金融商品取引法

【問題６】次の各問に答えなさい。

（１）空欄に入る語句を解答欄に記入しなさい。

内国法人の各事業年度の( ① )は､当該事業年度の( ② )の額から当該

事業年度の( ③ )の額を控除した金額となる。

（中 略）

第二項に規定する当該事業年度の( ④ )の額 及び前項各号に掲げる額は、

一般に( ⑤ )と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

〔解答欄〕

① ② ③

④ ⑤

（２）上記（１)は､何という法律ですか？正しいものを○で囲みなさい。

会 社 法 ・ 法 人 税 法 ・ 金融商品取引法
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【問題７】次の各問に答えなさい。

（１）空欄に入る語句を解答欄に記入しなさい。

この法律の規定により提出される( ① )､( ② )その他の財務計算に関する書類

は､内閣総理大臣が一般に( ③ )であると認められるところに従って内閣府令で定め

る用語､様式及び作成方法により､これを作成しなければならない。

〔解答欄〕

① ② ③

（２）上記（１)は､何という法律ですか？正しいものを○で囲みなさい。

会 社 法 ・ 法 人 税 法 ・ 金融商品取引法

【問題８】次の各問に答えなさい。

（１）次に挙げるものについて､法令には｢Ａ｣を､慣習法には｢Ｂ｣を解答欄に記入しなさい。

①会社法 ②財務諸表等規則 ③原価計算基準 ④外貨建取引等会計処理基準

⑤企業会計原則 ⑥法人税等施行規則 ⑦企業会計基準 ⑧会社計算規則

〔解答欄〕

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

（２）( )内の語句を正しいほうを○で囲みなさい。

わが国では､会計に関する慣習法として（ 企業会計原則 ・ ＩＦＲＳ ）が

一般に公正妥当な会計ルールの役割を果たしてきましたが、近年はグローバル化の

影響で２００１年７月に（ 企業会計審議会 ・ 企業会計基準委員会 ）が設置

され､新しい会計ルールである（ 財務諸表等規則 ・ 企業会計基準 ）が公表さ

れるようになりました。これによりわが国もＩＦＲＳを導入するための（ コンバ

ージェンス ・ アドプション ）が進んできました。しかし、ＩＦＲＳは会計処

理に｢例外｣を認めない方針なので、両者の完全な一致は難しいとする考え方もあり

ます。
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英語にチャレンジ＼(^o^)／ 意味の合うものを選んで記号で答えなさい

(１) 法 令 (２) 憲 法

(３) 内閣府令 (４) 省 令

(５) 慣習法 (６) 国際財務報告基準

(７) 原則主義 (８) 細則主義

(９) コンバージェンス (10) アドプション
（＝収れん） （＝採用）

[語群]

（ア）customary law （イ）ＩＦＲＳ

（ウ）laws and regulations （エ）convergence

（オ）Principle Base （カ）adoption

（キ）Ordinance of the Ministry（ク）Cabinet Office Ordinance

（ケ）Rule Base （コ）Constitution

[解答欄]

（１） （２） （３） （４） （５）

（６） （７） （８） （９） (10）
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ワタシの単語帳(*^_^*) 会計用語の語彙を増やしましょう♪

検 印
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第１章 企業会計原則と一般原則

〔３〕企業会計原則について 月 日( )

【問題１】例にならって､次の用語にふりがなをつけなさい。

（例） 経 済 学 〔 け い ざ い が く 〕

（１） 甚 だ 〔 〕

（２） 発 足 〔 〕

（３） 棚卸資産 〔 〕

（４） 持 分 法 〔 〕

（５） 包括利益 〔 〕

【問題２】例にならって､次の用語を漢字で書きなさい。

（例） けいざいがく 〔 経 済 学 〕

（１） せいていかいはい 〔 〕

（２） みんしゅかせいさく 〔 〕

（３） がいしのどうにゅう 〔 〕

（４） きぎょうのごうりか 〔 〕

（５） かぜいのこうせいか 〔 〕

（６） しはんきざいむしょひょう〔 〕

（７） しさんじょきょさいむ 〔 〕

（８） ちんたいとうふどうさん 〔 〕
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【問題３】なぞってみましょう(^o^)

我が国の企業会計制度は､欧米のそれに比較して改善の

余地が多く､かつ､甚だしく不統一であるため､企業の財

政状態並びに経営成績を正確に把握することが困難な

実情にある。我が国企業の健全な進歩発展のためにも､

社会全体の利益のためにも､その弊害は速やかに改めら

れなければならない。

又､我が国経済再建上当面の課題である外資の導入､

企業の合理化､課税の公正化､証券投資の民主化､産業金

融の適正化等の合理的な解決のためにも､企業会計制度

の改善統一は緊急を要する問題である。

仍つて､企業会計の基準を確立し､維持するため､先ず

企業会計原則を設定して､我が国国民経済の民主的で健

全な発達のため科学的基礎を与えようとするものであ

る。

企業会計原則は､企業会計の実務の中に慣習として発

達したもののなかから､一般に公正妥当と認められたと

ころを要約したものであって､必ずしも法令によつて強

制されないでも､すべての企業がその会計を処理するに

当つて従わなければならない基準である。

企業会計原則は､公認会計士が､公認会計士法及び証

券取引法に基づき財務諸表の監査をなす場合において

従わなければならない基準となる。

企業会計原則は､将来において､商法､税法､物価統制令

等の企業会計に関係ある諸法令が制定改廃される場合

において尊重されなければならないものである。
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【問題４】前ページの文章を書いてみましょう(^o^)

我 が 国 の

な ら な い 。

又 、 我 が 国

問 題 で あ る 。

仍 つ て

も の で あ る 。
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企 業 会 計 原 則 は 、

で あ る 。

企 業 会 計 原 則 は 、

と な る 。

企 業 会 計 原 則 は 、

で あ

る 。
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【問題５】｢企業会計原則の設定について｣に関する､次の各問に答えなさい。

（１）空欄に入る語句を解答欄に記入しなさい。

我が国の企業会計制度は､( ① )のそれに比較して( ② )の余地が多く､かつ､甚だしく

( ③ )であるため､企業の( ④ )並びに( ⑤ )を正確に把握することが困難な実情にあ

る。我が国企業の健全な( ⑥ )のためにも､( ⑦ )の利益のためにも､その弊害は速やか

に改められなければならない。

又､我が国経済再建上当面の課題である( ⑧ )の導入､企業の( ⑨ )､( ⑩ )の公正

化､証券投資の( ⑪ )､産業金融の( ⑫ )等の合理的な解決のためにも､企業会計制度の改

善統一は緊急を要する問題である。

仍つて､企業会計の( ⑬ )を確立し､維持するため､先ず( ⑭ )を設定して､我が国国民

経済の民主的で健全な発達のため( ⑮ )を与えようとするものである。

〔解答欄〕

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮

（２）空欄に入る語句を解答欄に記入しなさい。

企業会計原則は､企業会計の( ① )の中に( ② )として発達したもののなかから､一般

に( ③ )と認められたところを要約したものであって､必ずしも法令によつて強制されない

でも､すべての企業がその( ④ )を処理するに当つて従わなければならない基準である。

企業会計原則は､公認会計士が､( ⑤ )及び証券取引法に基づき( ⑥ )の監査をなす場

合において従わなければならない基準となる。

企業会計原則は､将来において､商法､( ⑦ )､物価統制令等の( ⑧ )に関係ある諸法令

が( ⑨ )される場合において尊重されなければならないものである。

〔解答欄〕

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨
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【問題６】企業会計原則について各問に答えなさい。

（１）企業会計原則が設定されたのはいつですか？

年 (昭和 年)

（２）設定当時の国民経済はどのような課題を抱えていましたか？空欄に適語を入れなさい

① の導入

② 企業の

③ 課税の

④ の民主化

⑤ の適正化

（３）企業会計原則は３つのパートと｢注解｣で構成されています。その名称を答えなさい。

① 原則

② 原則

③ 原則

（４）企業会計原則の最終改正はいつでしたか？

年 (昭和 年)
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【問題７】企業会計基準 第1号～第26号の名称について､空欄に入る語句を記入しなさい。

第１号 及び準備金の額の減少等に関する会計基準

第２号 １株当たり に関する会計基準

第３号 （廃 止）

第４号 に関する会計基準

第５号 の純資産の部の表示に関する会計基準

第６号 に関する会計基準

第７号 に関する会計基準

第８号 ・ 等に関する会計基準

第９号 の評価に関する会計基準

第10号 に関する会計基準

第11号 の開示に関する会計基準

第12号 に関する会計基準

第13号 取引に関する会計基準
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第14号 （廃 止）

第15号 に関する会計基準

第16号 に関する会計基準

第17号 情報等の開示に関する会計基準

第18号 に関する会計基準

第19号 （廃 止）

第20号 の時価等の開示に関する会計基準

第21号 に関する会計基準

第22号 に関する会計基準

第23号 に係る会計基準の一部改正

第24号 会計上の 及び の訂正に関する会計基準

第25号 の表示に関する会計基準

第26号 に関する会計基準


